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【業務管理体制整備の内容】

指定又は許可を受けている事業所数
（みなし事業所を除く）



業務管理体制の届出について

【事業所等の数え方】

事業所等の数については、その指定を受けた
サービス種別ごとに１事業所と数える。

事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援

事業所を含むが、みなし事業所は除く。

（「みなし事業所」とは、病院等が行う居宅サー

ビスについて、健康保険法による保険医療機関又

は保険薬局の指定があったとき、介護保険法の

指定があったとみなされている事業所のこと。）

総合事業における介護予防・生活支援サービス
事業は、事業所等の数から除く。



区分 届出先

① 事業所等が３以上の地方厚生局の区域に所在する
事業者

厚生労働大臣

② 事業所等が２以上の都道府県に所在し、かつ、
２以下の地方厚生局の区域に所在する事業者

主たる事務所の所在地
の都道府県知事

③ 全ての事業所等が同一指定都市内に所在する
事業者

指定都市の長

④ 全ての事業所等が同一中核市内に所在する事業者
※事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く。
（この場合、届出先は県知事。）

中核市の長

⑤ 地域密着型サービス（予防含む）のみ行う事業者
で、事業所等が同一市町村内に所在する事業者

各市町村長

⑥ ①から⑤以外の事業者 都道府県知事

業務管理体制の届出先



業務管理体制の届出先



業務管理体制の届出（様式）

青森県ホームページ「介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出等」
(http://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/welfare/kaigo_gyoumukanritaisei_seibi_tou.html)に掲載



業務管理体制のホームページ

青森県ホームページ「介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出等」
(http://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/welfare/kaigo_gyoumukanritaisei_seibi_tou.html）



業務管理体制のホームページ

【届出内容の掲載】

県に届出された内容
は一覧表で県ホーム
ページに掲載


